
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
水分を保持可能で且つ柔軟なシート状の担体に清浄用の薬液が含浸されて成るウエットシ
ートにおいて、前記薬液中にはピロリドンカルボン酸ソーダ、およびミネラル成分として
水溶性のナトリウム無機塩またはカリウム無機塩またはカルシウム無機塩またはマグネシ
ウム無機塩のうちいずれか１種または２種以上の混合物が含

こと
を特徴とするウエットシート。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、幼児や老人などのおむつを換えるときなどにお尻を拭いたり、またおしぼりと
して肌を拭く清浄用のウエットシートに係り、特に肌にやさしく肌あれ等を防止できるウ
エットシートに関する。
【０００２】
【従来の技術】
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まれており、
　前記ピロリドンカルボン酸ソーダは薬液の全重量の０．０１ｗｔ（重量）％以上で１ｗ
ｔ（重量）％以下含まれ、
　前記ミネラル成分である水溶性のナトリウム無機塩またはカリウム無機塩またはカルシ
ウム無機塩またはマグネシウム無機塩のうちいずれか１種または２種以上の混合物の含有
量は薬液の全重量の０．０１ｗｔ（重量）％以上で０．５ｗｔ（重量）％以下である



幼児や老人のおむつを換えるときにお尻を拭いたり、またはおしぼりとして手などを拭く
ためのウエットシートは、不織布または多孔質性の樹脂シートあるいは柔軟な紙などの肌
にやさしいシートに、清浄用の薬液が含浸されたものが使用される。前記薬液中には、清
涼感があり抗菌および殺菌効果のあるエタノール、抗菌、抗かび性のパラベンやイソブチ
ルメチルフェノールなどのフェノール性化合物、および前記パラベンなどを薬液中に溶け
やすくし分散性をよくするための溶媒としてプロピレングリコールや１，３－ブチレング
リコール等が、精製水に溶解または分散され含まれている。
このウエットティッシュは汚れを拭き取るための清拭力があり、且つ直に手でつかんで使
用したり肌を拭いたりするものであるため肌に対して安全であることが望まれている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前記ウエットシートに含まれている薬液は、汚れと一緒に肌の皮脂を取り除いて
しまうものであり、このウエットシートで肌をこすると、肌をこするという物理的刺激が
与えられまた皮脂を取り除いてしまうため、冬などの空気が乾燥している時期には清拭後
肌あれ等が起こりやすくなる。特に幼児の肌は柔らかく刺激に弱いため、肌あれが起きや
すく、さらにかぶれ・炎症を起こすなどの問題がある。
また、このウエットシートを肌の清浄用ではなく、例えば便座を拭いたり家庭内での清掃
に使用する場合でも、肌の弱い人が直に手で掴んで使用するときに手の皮膚が荒れてしま
うことがある。
【０００４】
このように、従来のウエットシートは汚れを除去する点では優れているが、肌に対する影
響が考慮されていない。近年、ウエットシートの中にアロエの抽出物など植物の抽出成分
が含浸されているものもあるが、これらの成分は実際に肌をケアする効果はなく、購買者
に対するイメージづくりのために含まれているものにすぎない。
【０００５】
本発明は上記課題を解決するものであり、清浄力があり、且つ肌にやさしいウエットシー
トを提供することを目的とするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、水分を保持可能で且つ柔軟なシート状の担体に清浄用の薬液が含浸されて成る
ウエットシートにおいて、前記薬液中にはピロリドンカルボン酸ソーダ、およびミネラル
成分として水溶性のナトリウム無機塩またはカリウム無機塩またはカルシウム無機塩また
はマグネシウム無機塩のうちいずれか１種または２種以上の混合物が含

こと
を特徴とするものである。
【０００８】
本発明のウエットシートは、不織布や多孔質性の樹脂シート、あるいは柔らかい紙などが
幾層かに重ねられたシートに、清浄用の薬液が含浸されているものである。前記薬液はイ
オン交換等を行った精製水などに、抗菌・抗かび性のパラベン、イソブチルメチルフェノ
ール、塩化ベンゼトニウム、塩化セチルピリヂウム、および前記パラベンなどの抗菌剤を
溶液中に溶けやすくし分散性をよくするための溶媒としてプロピレングリコールや１，３
－ブチレングリコール等が含まれているものである。また、使用後に肌に清涼感を与え、
拭いた箇所が乾きやすくなるよう抗菌・殺菌効果があるエタノールなどの揮発性のアルコ
ールを含んでいてもよく、さらに抗炎症剤や保湿剤、香料等を必要に応じて含ませること
ができる。
【０００９】
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まれており、
　前記ピロリドンカルボン酸ソーダは薬液の全重量の０．０１ｗｔ（重量）％以上で１ｗ
ｔ（重量）％以下含まれ、
　前記ミネラル成分である水溶性のナトリウム無機塩またはカリウム無機塩またはカルシ
ウム無機塩またはマグネシウム無機塩のうちいずれか１種または２種以上の混合物の含有
量は薬液の全重量の０．０１ｗｔ（重量）％以上で０．５ｗｔ（重量）％以下である



そして、この薬液中に肌への湿潤剤としてピロリドンカルボン酸ソーダ（以下ＰＣＡ－Ｎ
ａと呼ぶ）及びミネラル成分が含まれる。
【００１０】
前記ＰＣＡ－Ｎａは、化１で示され、人の皮膚の角質層に含まれている吸湿性成分であり
、水分を保有する自然保湿因子ＮＭＦ（ｎａｔｕｒａｌ　ｍｏｉｓｔｕｒｉｚｉｎｇ　ｆ
ａｃｔｏｒ）の一つであるピロリドンカルボン酸のナトリムウ塩である。ＮＭＦは水でよ
く抽出される成分であり、吸湿力が強く、これにより肌が水分を保有する状態となってい
る。前記ピロリドンカルボン酸はＮＭＦ中に約１２．０％含まれているものである。
【００１１】
このピロリドンカルボン酸またはＰＣＡ－Ｎａは化粧水などに湿潤剤として添加されてお
り、肌に付着すると肌に付いた水分を吸収して保有し、これにより肌をしっとりさせるこ
とができるものである。
【００１２】
また、前記ミネラル成分もＮＭＦに含まれる成分で構成されており、例えば塩化ナトリウ
ムなどの水溶性のナトリウム無機塩、またはカリウム無機塩またはカルシウム無機塩また
はマグネシウム無機塩のうちいずれか１つまたは２つ以上の混合物から成る。このミネラ
ル成分が肌に水分の浸透を促し、肌本来の生理機能が回復して保湿機能が高まり、角質層
のきめを整えることができる。
【００１３】
本発明は、このＰＣＡ－Ｎａおよびミネラル成分の両方をウエットシートに含浸させるこ
とにより、このウエットシート使用後の肌の保湿機能を高め、肌のきめを整えるという効
果を奏する。ウエットシートに含まれるのが、保水性機能のＰＣＡ－Ｎａのみ、あるいは
浸透性機能のミネラル成分のみでは前記保湿機能などの効果の点で十分ではなく、本発明
は、ＰＣＡ－Ｎａおよびミネラル成分の組み合わせにより、これらの一方からだけでは奏
することのできない相乗効果を得ることができるものとなる。
【００１４】
但し、ＰＣＡ－Ｎａの含有量が０．０１ｗｔ％以下であると肌を保湿するのに十分な効果
が得られず、また１ｗｔ％以上であるとかえって肌に対して悪影響を及ぼすおそれがある
。よって、ＰＣＡ－Ｎａは前記薬液中に０．０１ｗｔ（重量）％以上で０．５ｗｔ％以下
含まれ、また好ましくは０．０２ｗｔ％以上で０．２ｗｔ％以下含まれている。
【００１５】
また、前記ミネラル成分の薬液中の含有量が０．０１ｗｔ％以下であると、角質層のきめ
を整えるという効果が得られず、また０．５ｗｔ％以上となると含有量に見合うだけの効
果が期待できない。よって、前記ミネラル成分は薬液中に０．０１ｗｔ％以上で０．５ｗ
ｔ％以下含まれ、特に０．０２ｗｔ％以上で０．２ｗｔ％以下含まれていることが好まし
い。
【００１６】
このように、本発明ではウエットシートにＰＣＡ－Ｎａおよびミネラル成分を含ませるこ
とにより、このウエットシートで肌を拭いたときに、汚れを取ると同時に肌をしっとりさ
せ且つ肌のきめを整えることができるものとなる。
【００１７】
また家庭内の清掃に使用するときにも、手の肌荒れを防ぐことができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施の形態を説明する。
本発明のウエットシートは、例えば幼児や老人のおむつを換える際にお尻を拭くために、
あるいはおしぼりなどとして使用されるものであり、使用中に破れないようある程度の強
度を有し、且つ肌を拭くときに肌との摩擦を起こりにくくするため肌に優しい不織布、ま
たは多孔質性の樹脂シートや柔軟な紙などが幾層か重ねられたシートにより形成されてい
る。そして、このシートに清浄用の薬液が含浸され、ウエットシートとなる。前記シート
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には水分を保持可能な親水性繊維のレーヨン、コットン、パルプ等が５％以上含まれてお
り、これにより薬液中の水分が保持でき、シートを湿潤状態に保つことができるものとな
っている。
【００１９】
前記ウエットシートに含まれる薬液としては、イオン交換などを行った精製水に、抗菌・
抗かび性のパラベンやイソブチルメチルフェノールや塩化ベンゼトニウムや塩化セチルピ
リヂウム、および前記パラベンなどの抗菌剤を溶液中に溶けやすくし分散性をよくするた
めのプロピレングリコールや１，３－ブチレングリコールなどのグリコール類等が含まれ
ている。前記パラベンなどの抗菌・抗かび剤は化粧品などに一般的に含まれているもので
あり、ウエットシートや化粧品にかびが生えたり、また菌が増殖して腐らないようにする
ために添加されているものである。但しパラベンを使用する場合、パラベンが高濃度含ま
れていると副作用として皮膚に炎症を起こすことがあるので、前記した他の抗菌・抗かび
剤と一緒に使用されることが好ましい。これらの他に、エタノールなどの揮発性のアルコ
ールを添加してもよい。エタノールは抗菌・抗かび効果があり、これが含まれたウエット
シートで肌が拭かれると、拭かれた箇所が乾きやすく且つ拭いた後に肌に清涼感を与える
ものである。また、必要に応じて抗炎症剤や保湿剤、香料等を配合してもよい。
【００２０】
そして、前記薬液中にピロリドンカルボン酸ソーダ（以下ＰＣＡ－Ｎａと呼ぶ）及びミネ
ラル成分が含まれている。ＰＣＡ－Ｎａは以下の化１により表すことができる。
【００２１】
【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２２】
前記ＰＣＡ－Ｎａは、人の皮膚の角質層に含まれている吸湿性成分であり、水分を保有す
る自然保湿因子ＮＭＦ（ｎａｔｕｒａｌ　ｍｏｉｓｔｕｒｉｚｉｎｇ　ｆａｃｔｏｒ）の
構成成分の一つであるピロリドンカルボン酸のナトリウム塩である。ＮＭＦは水でよく抽
出される成分であり、吸湿力が強く肌に水分を保有させるものである。ＮＭＦの構成成分
としては遊離アミノ酸、前記ピロリドンカルボン酸、尿素、尿酸、ナトリウム、カルシウ
ム、カリウムなどが挙げられる。前記ピロリドンカルボン酸はこれらの構成成分のうちの
約１２．０％を占めるものである。このピロリドンカルボン酸またはＰＣＡ－Ｎａは化粧
品などに湿潤剤としてよく添加されており、肌に付着すると水分を吸収して保有し、肌を
しっとりさせることができる。
【００２３】
また、前記ミネラル成分もＮＭＦに含まれる成分で構成されており、例えば塩化ナトリウ
ムや硫酸ナトリウムなどの水溶性のナトリウム無機塩、塩化カリウムなどのカリウム無機
塩、またはカルシウムやマグネシウムの塩酸塩や硫酸塩などのカルシウム無機塩、マグネ
シウム無機塩のうちいずれか１つまたは２つ以上の混合物から成るものである。このミネ
ラル成分が肌に与えられると水分の浸透が促されることにより、肌本来の生理機能が回復
し保湿機能が高まり、角質層のきめを整えることができる。
【００２４】
これらＰＣＡ－Ｎａおよびミネラル成分が薬液中に含まれ、この薬液が含浸されたウエッ
トシートで肌を拭くと、肌の保湿機能が向上し、且つ角質層を整えることができる。
但しこれらＰＣＡ－Ｎａおよびミネラル成分のうちいずれか一方が欠けていると充分な効
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果が得られないので、ＰＣＡ－Ｎａおよびミネラル成分の双方を含ませることが好ましい
。
【００２５】
前記ＰＣＡ－Ｎａの薬液に対する含有量が、０．０１ｗｔ（重量）％以下であると肌を保
湿するのに十分な効果が得られず、また１ｗｔ％以上であるとｐＨが高くなってアルカリ
性が強くなり、肌あれや炎症を引き起こすなど肌に対して悪影響を与える。よって、ＰＣ
Ａ－Ｎａは前記薬液中に０．０１ｗｔ％以上で０．５ｗｔ％以下含まれ、また好ましくは
０．０２ｗｔ％以上で０．２ｗｔ％以下含まれる。
【００２６】
また、前記ミネラル成分は、薬液中の含有量が０．０１ｗｔ％以下では角質層のきめを整
えるという効果が得られず、また０．５ｗｔ％以上となると含有量に見合うだけの効果が
期待できない。したがって、前記薬液中に０．０１ｗｔ％以上で０．５ｗｔ％以下含まれ
、０．０２ｗｔ％以上で０．２ｗｔ％以下含まれていることが好ましい。
【００２７】
このように、ＰＣＡ－Ｎａおよびミネラル成分が含有された薬液が前記したようなシート
に含浸されるが、この薬液の含浸量（重量）が少なすぎると、シート使用中に被清浄体に
対する清浄効果が落ち、また薬液が多すぎると拭き取った後に薬液が被清浄体である肌な
どに残り、清涼感が乏しくなる。よって、薬液の含浸量は、薬液が含浸されるシートの重
量に対して１倍から５倍程度が好ましい。
【００２８】
以上説明したウエットシートは、例えば幼児や老人のおむつを換えるときにお尻を拭くた
めに使用されたり、またはおしぼりとして使用される。このとき、ウエットシート中のＰ
ＣＡ－Ｎａは肌の保湿機能を高め、またミネラル成分は肌のきめを整える。よって、汚れ
を除去すると同時に肌をケアすることができる。
また、前記ウエットシートが便座などを拭いたり、家庭内の清浄用に使用する場合にも、
ウエットシートを掴む手の皮膚が荒れるなどの悪影響を与えないものとなる。
【００２９】
【実施例】
前記ウエットシートを使用して拭き取り試験を行い、その効果を調べた。以下にこの拭き
取り試験の方法および結果を説明する。
以下の表１は拭き取り試験に使用した本発明のウエットシートの実施例、および比較例の
薬液の構成成分および担体を示すものである。
【００３０】
【表１】
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【００３１】
表１に示されているように、実施例は、薬液中にＰＣＡ－Ｎａおよびミネラル成分が含ま
れているものである。ミネラル成分としては、塩化ナトリウムが３５ｗｔ％，塩化マグネ
シウム３５ｗｔ％、硫酸ナトリウム２５ｗｔ％、塩化カリウム５ｗｔ％から成る混合物を
使用した。また、比較例１は薬液中にＰＣＡ－Ｎａを含まずミネラル成分を含み、比較例
２は薬液中にミネラル成分を含まずＰＣＡ－Ｎａを含み、比較例３はＰＣＡ－Ｎａおよび
ミネラル成分を含まず、アロエエキスである１，３－ブチレングリコール抽出物が含まれ
ている。
【００３２】
これら実施例および比較例１，２，３のウエットシートは、被試験者３０名を１０名ずつ
３つに分けた３群において試験された。第１群には実施例と比較例１を、第２群には実施
例と比較例２を、第３群には実施例と比較例３のウエットシートを使用し、毎日２回、３
週間にわたって左右の腕の拭き取りを行った。この試験は、空気が乾燥して肌あれ等が起
こりやすい時期を選び、１月の第１週から第４週にかけて行われた。
【００３３】
評価は、試験前と試験３週間後の皮膚のコンダクタンスを高周波インピーダンス測定器で
あるスキンサーフェースハイドロメータ（ＩＢＳ社性，ＳＫＩＣＯＮ－２００）にて測定
し、試験３週間後に被試験者を対象としたアンケートを基準にして行った。前記コンダク
タンスは単位μＳ（マイクロジーメンス）で表される値であり、これにより肌の水分量が
分かる。
【００３４】
前述のように肌の角質層にはＮＭＦとしてアミノ酸、塩基等の多量の電解質が含まれる。
このため、肌に水分が含まれていると肌は電気伝導性になる。したがって、インピーダン
スを構成する抵抗の逆数である電気伝導度と水分含有量には相関関係があり、インピーダ
ンスを測定してこれよりコンダクタンスを求めることにより、角質層中の水分量を測定す
ることができる。前記コンダクタンスの値が大きいと、水分保有量が多いということにな
る。
皮膚のコンダクタンスの測定結果を表２に、アンケートの結果を表３に示す。
【００３５】
【表２】
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【００３６】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３７】
表２に示されているように、第１群および第２群および第３群において、実施例を３週間
使用した後の皮膚のコンダクタンスは、試験開始前に比べ２倍近い値となっており、実施
例を使用したときに肌の保湿機能が向上し、肌のきめが整えられたことが分かる。
また、表３のアンケート結果が示すように、実施例のウエットシートを使用した者のうち
の７割から８割が、使用前にくらべ使用後の方が肌の状態が良くなったと感じている。
【００３８】
これに対し比較例１のウエットシートでは、表２に示されているように、皮膚のコンダク
タンスは試験開始前と試験後３週間においてほとんど変わっていない。さらに、表３のア
ンケート結果が示すように、第１群において比較例１を使用した後では、使用する前に比
べて肌の状態が良くなったと感じている者はわずか１名にすぎず、肌の状態は変わらない
と感じている者が７名、肌の状態が悪くなったと感じているのは２名であり、比較例１の
ウエットシートでは肌をケアする効果はほとんどないことが分かる。これよりミネラル成
分のみでは肌をケアする効果はほとんどないことが証明された。
【００３９】
また、比較例２では表２に示すように、試験前に比べわずかにコンダクタンスが高くなっ
ているが、実施例ほどにはコンダクタンスが増加しておらず、また表３に示すように比較
例２を使用した後では使用する前に比べて肌の状態が良くなったと感じる者は３名であり
、変わらないと答えた者は５名である。また、肌の状態が悪くなったと感じている者は２
名である。よって比較例２のようにウエットシートにＰＣＡ－Ｎａのみしか含まれていな
い場合、肌をケアする効果はほとんどないことが証明された。
【００４０】
比較例２と同様に比較例３も、表３に示されているように、試験前に比べわずかにコンダ
クタンスが増加しているが、実施例には及ばず、さらに表３に示すように、使用後の肌の
状態が良くなったと応えている者はわずか２名にすぎない。よって、アロエエキスは肌を
ケアする効果はなく、ＰＣＡ－Ｎａおよびミネラル成分が含まれていないウエットシート
においては、肌の状態を良好にできない。
【００４１】
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以上の試験の結果から、ウエットシートに含浸される薬液にＰＣＡ－Ｎａとミネラル成分
の双方が含まれることにより、肌の保湿機能を高め、角質層のきめを整えるという効果を
得ることができることが明らかにされた。
【００４２】
【発明の効果】
以上詳述したように本発明によれば、ウエットシートに含浸される薬液中にピロリドンカ
ルボン酸ソーダおよびミネラル成分を含ませることにより、汚れを除去でき且つ肌に優し
いウエットシートを提供できる。特にこのウエットシートにより肌を拭くときには、肌を
しっとりさせ且つ肌の角質層のきめをそろえ、肌の状態を良好にできる。
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